
 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

仙台市の保育所等では、子育て家庭が

さまざまな保育サービスを受けること

ができます。 

 

支－１ 

平成２１年１月編集・発行 

平成２４年９月改訂 

令和 7年３月改訂 

仙台市こども若者局 

幼稚園・保育部  運営支援課 

とっておきの子育ての話 

子育て中のみなさんへ 
（保育所等地域子育て支援事業について①） 

 

保育者からの 

メッセージ 



保育所等の地域子育て支援センター(室)について  

 

 
地域の子育て家庭が「喜び」と「ゆとり」を持って子育てができるよう、

保育所等では育児に関する専門的な機能を生かし、気軽に利用でき

る育児相談などの子育て支援事業を無料で行っています。 

地域子育て支援事業とは 

気軽に、かつ自由に利用できるよう施設を開

放したり、子育て家庭同士が交流する場を設

けます。 

来所や電話による子育ての相談に応じたり、

育児や生活に関する情報をお知らせします。 

育児講座や食事講座など育児に関する講習な

どを開催します。 

 

訪問型子育て支援事業とは 

保育士がご家庭に訪問して、育児相談などの支援

事業を無料で行っております。外出が困難な方、

友達やグループで一緒に相談を受けたいという

ご要望なども受け付けております。 

どなたでも、何度でも利用できます。 

 

＜実施保育所＞ 

青葉区(宮城総合支所管内を除く)  支倉保育所 

青葉区宮城総合支所管内    落合保育所 

宮城野区           高砂保育所 

若林区            蒲町保育所 

太白区            向山保育所        

泉区           長命ケ丘保育所 

 

実施保育所等・問い合わせについては 

仙台市公式ホームページをごらんください 

実施保育所等・問い合わせについては 

仙台市公式ホームページをごらんください 


